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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の実空間内にいるユーザに対して仮想オブジェクトを表示するためのディスプレイ
及び実空間を撮影する撮影装置を有する携帯端末装置を含み、実空間の撮影画像に実空間
に対応する仮想空間に配置される仮想オブジェクトの画像を重畳させた複合現実画像を該
ディスプレイに表示するための複合現実システムであって、
　前記複合現実システムは、
　前記所定の実空間内に配置された複数の特徴点集合を含み、該特徴点集合は、各々を識
別可能な識別可能情報を含み、該複数の特徴点集合のうちの少なくとも３つの該特徴点集
合は予め定められた位置関係を有するように配置され、
　前記携帯端末装置は、
　予め取得された前記所定の実空間内に存在する実オブジェクトに対応するものであり仮
想空間を定めるものである第１の仮想オブジェクトのデータと該実オブジェクトに対応し
ない仮想空間における第２の仮想オブジェクトのデータとを記憶するとともに、前記所定
の実空間に配置された前記特徴点集合の各々の仮想空間における配置位置姿勢情報を記憶
し、
　前記撮影装置により撮影された前記特徴点集合の各々を認識し、
　認識した前記特徴点集合の一部又は全部の各々の前記識別可能情報から取得された該特
徴点集合の各々の前記配置位置姿勢情報、及び該特徴点集合の形状及び大きさから決定さ
れる該特徴点集合の各々に対する前記携帯端末装置の相対位置姿勢情報に基づいて、実空
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間における前記撮影装置の位置及び撮影方向に対応する仮想空間における仮想カメラの視
点位置を決定し、
　前記第１の仮想オブジェクトのデータ、前記第２の仮想オブジェクトのデータ、及び前
記視点位置に基づいて、実空間の撮影画像に該視点位置に応じた前記第２の仮想オブジェ
クトの画像を重畳させた複合現実画像を生成するものであり、該複合現実画像を生成する
にあたって、該第１の仮想オブジェクトについてはインビシブルな描画処理が実行され、
　前記複合現実システムは、５以上の前記特徴点集合を含み、
　前記携帯端末装置は、所定時間ごとに、前記撮影装置により撮影された前記特徴点集合
の各々を認識し、前記視点位置を決定し、前記複合現実画像を生成する、
　複合現実システム。
【請求項２】
　前記携帯端末装置は、前記複合現実画像を生成するにあたって、前記仮想カメラの視野
範囲内に前記第１の仮想オブジェクトと前記第２の仮想オブジェクトが重複する場合にお
いて、該第２の仮想オブジェクトの前記視点位置からの奥行距離が該第１の仮想オブジェ
クトよりも大きい場合、該重複した部分が除かれた該第２の仮想オブジェクトの画像を重
畳させた複合現実画像を生成する、請求項１に記載の複合現実システム。
【請求項３】
　前記複合現実システムは、前記所定の実空間に配置された４つの前記特徴点集合を含み
、該特徴点集合の各々は、実空間上の仮想的な矩形の４つの頂点位置に対応する位置関係
を有し、かつ予め定められた垂直方向の距離及び予め定められた水平方向の距離離れて配
置される、請求項１又は２に記載の複合現実システム。
【請求項４】
　１又は複数の前記特徴点集合が、水平方向に離れて設置された複数の棒状体の各々に、
固定して取り付けられる、請求項３に記載の複合現実システム。
【請求項５】
　前記特徴点集合の各々は、光を透過する材料で形成される透過部材に固定して取り付け
られる、請求項１から３のいずれか１項に記載の複合現実システム。
【請求項６】
　前記特徴点集合の各々は、ワイヤーを用いて固定して取り付けられる、請求項１から３
のいずれか１項に記載の複合現実システム。
【請求項７】
　前記特徴点集合は、ポスター、絵、写真、ＡｒＵｃｏマーカ、ＡＲマーカ、２次元コー
ド、又はデータマトリックスである、請求項１から６のいずれか１項に記載の複合現実シ
ステム。
【請求項８】
　所定の実空間内にいるユーザに対して仮想オブジェクトを表示するためのディスプレイ
及び実空間を撮影する撮影装置を有する携帯端末装置を含み、実空間の撮影画像に実空間
に対応する仮想空間に配置される仮想オブジェクトの画像を重畳させた複合現実画像を該
ディスプレイに表示するための複合現実システムにおいて、該携帯端末装置に実行させる
プログラムであって、
　前記複合現実システムは、
　前記所定の実空間内に配置された複数の特徴点集合を含み、該特徴点集合は、各々を識
別可能な識別可能情報を含み、該複数の特徴点集合のうちの少なくとも３つの該特徴点集
合は予め定められた位置関係を有するように配置され、
　前記プログラムは、前記携帯端末装置に、
　前記撮影装置により撮影された前記特徴点集合の各々を認識するステップと、
　認識した前記特徴点集合の一部又は全部の各々の前記識別可能情報から取得された該特
徴点集合の各々が配置された仮想空間における配置位置姿勢情報、及び該特徴点集合の形
状及び大きさから決定される該特徴点集合の各々に対する前記携帯端末装置の相対位置姿
勢情報に基づいて、実空間における前記撮影装置の位置及び撮影方向に対応する仮想空間
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における仮想カメラの視点位置を決定するステップと、
　予め取得された前記所定の実空間内に存在する実オブジェクトに対応するものであり仮
想空間を定めるものである第１の仮想オブジェクトのデータ、該実オブジェクトに対応し
ない仮想空間における第２の仮想オブジェクトのデータ、及び前記視点位置に基づいて、
実空間の撮影画像に該視点位置に応じた前記第２の仮想オブジェクトの画像を重畳させた
複合現実画像を生成するステップであって、該第１の仮想オブジェクトについてはインビ
シブルな描画処理が実行される、ステップと、
　を実行させ、
　前記複合現実システムは、５以上の前記特徴点集合を含み、
　前記プログラムは、前記携帯端末装置に、所定時間ごとに、前記特徴点集合の各々を認
識するステップと、前記視点位置を決定するステップと、前記複合現実画像を生成するス
テップと、を実行させる、
　プログラム。
【請求項９】
　所定の実空間内にいるユーザに対して仮想オブジェクトを表示するためのディスプレイ
及び実空間を撮影する撮影装置を有する携帯端末装置を含み、実空間の撮影画像に実空間
に対応する仮想空間に配置される仮想オブジェクトの画像を重畳させた複合現実画像を該
ディスプレイに表示するための複合現実システムにおける携帯端末装置であって、
　前記複合現実システムは、
　前記所定の実空間内に配置された複数の特徴点集合を含み、該特徴点集合は、各々を識
別可能な識別可能情報を含み、該複数の特徴点集合のうちの少なくとも３つの該特徴点集
合は予め定められた位置関係を有するように配置され、
　前記携帯端末装置は、
　予め取得された前記所定の実空間内に存在する実オブジェクトに対応するものであり仮
想空間を定めるものである第１の仮想オブジェクトのデータと該実オブジェクトに対応し
ない仮想空間における第２の仮想オブジェクトのデータとを記憶するとともに、前記所定
の実空間に配置された前記特徴点集合の各々の仮想空間における配置位置姿勢情報を記憶
し、
　前記撮影装置により撮影された前記特徴点集合の各々を認識し、
　認識した前記特徴点集合の一部又は全部の各々の前記識別可能情報から取得された該特
徴点集合の各々の前記配置位置姿勢情報、及び該特徴点集合の形状及び大きさから決定さ
れる該特徴点集合の各々に対する前記携帯端末装置の相対位置姿勢情報に基づいて、実空
間における前記撮影装置の位置及び撮影方向に対応する仮想空間における仮想カメラの視
点位置を決定し、
　前記第１の仮想オブジェクトのデータ、前記第２の仮想オブジェクトのデータ、及び前
記視点位置に基づいて、実空間の撮影画像に該視点位置に応じた前記第２の仮想オブジェ
クトの画像を重畳させた複合現実画像を生成するものであり、該複合現実画像を生成する
にあたって、該第１の仮想オブジェクトについてはインビシブルな描画処理が実行され、
　前記複合現実システムは、５以上の前記特徴点集合を含み、
　前記携帯端末装置は、所定時間ごとに、前記撮影装置により撮影された前記特徴点集合
の各々を認識し、前記視点位置を決定し、前記複合現実画像を生成する、
　携帯端末装置。
【請求項１０】
　所定の実空間内にいるユーザに対して仮想オブジェクトを表示するためのディスプレイ
及び実空間を撮影する撮影装置を有する携帯端末装置を含み、実空間の撮影画像に実空間
に対応する仮想空間に配置される仮想オブジェクトの画像を重畳させた複合現実画像を該
ディスプレイに表示するための複合現実システムにおいて、該携帯端末装置により実行さ
れる方法であって、
　前記複合現実システムは、
　前記所定の実空間内に配置された複数の特徴点集合を含み、該特徴点集合は、各々を識
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別可能な識別可能情報を含み、該複数の特徴点集合のうちの少なくとも３つの該特徴点集
合は予め定められた位置関係を有するように配置され、
　前記撮影装置により撮影された前記特徴点集合の各々を認識するステップと、
　認識した前記特徴点集合の一部又は全部の各々の前記識別可能情報から取得された該特
徴点集合の各々が配置された仮想空間における配置位置姿勢情報、及び該特徴点集合の形
状及び大きさから決定される該特徴点集合の各々に対する前記携帯端末装置の相対位置姿
勢情報に基づいて、実空間における前記撮影装置の位置及び撮影方向に対応する仮想空間
における仮想カメラの視点位置を決定するステップと、
　予め取得された前記所定の実空間内に存在する実オブジェクトに対応するものであり仮
想空間を定めるものである第１の仮想オブジェクトのデータ、該実オブジェクトに対応し
ない仮想空間における第２の仮想オブジェクトのデータ、及び前記視点位置に基づいて、
実空間の撮影画像に該視点位置に応じた前記第２の仮想オブジェクトの画像を重畳させた
複合現実画像を生成するステップであって、該第１の仮想オブジェクトについてはインビ
シブルな描画処理が実行されるステップと、
　を含み、
　前記複合現実システムは、５以上の前記特徴点集合を含み、
　前記携帯端末装置により、所定時間ごとに、前記特徴点集合の各々を認識するステップ
と、前記視点位置を決定するステップと、前記複合現実画像を生成するステップと、が実
行される、
　方法。
【請求項１１】
　サーバ、並びに所定の実空間内にいるユーザに対して仮想オブジェクトを表示するため
のディスプレイ及び実空間を撮影する撮影装置を有する携帯端末装置を含み、実空間の撮
影画像に実空間に対応する仮想空間に配置される仮想オブジェクトの画像を重畳させた複
合現実画像を該ディスプレイに表示するための複合現実システムであって、
　前記複合現実システムは、
　前記所定の実空間内に配置された複数の特徴点集合を含み、該特徴点集合は、各々を識
別可能な識別可能情報を含み、該複数の特徴点集合のうちの少なくとも３つの該特徴点集
合は予め定められた位置関係を有するように配置され、
　前記サーバは、
　予め取得された前記所定の実空間内に存在する実オブジェクトに対応するものであり仮
想空間を定めるものである第１の仮想オブジェクトのデータと該実オブジェクトに対応し
ない仮想空間における第２の仮想オブジェクトのデータとを記憶するとともに、前記所定
の実空間に配置された前記特徴点集合の各々の仮想空間における配置位置姿勢情報を記憶
し、
　前記携帯端末装置は、
　前記撮影装置により撮影された前記特徴点集合の各々を認識し、
　認識した前記特徴点集合の一部又は全部の各々の前記識別可能情報から取得された該特
徴点集合の各々の前記配置位置姿勢情報、及び該特徴点集合の形状及び大きさから決定さ
れる該特徴点集合の各々に対する前記携帯端末装置の相対位置姿勢情報に基づいて、実空
間における前記撮影装置の位置及び撮影方向に対応する仮想空間における仮想カメラの視
点位置を決定し、
　前記第１の仮想オブジェクトのデータ、前記第２の仮想オブジェクトのデータ、及び前
記視点位置に基づいて、実空間の撮影画像に該視点位置に応じた前記第２の仮想オブジェ
クトの画像を重畳させた複合現実画像を生成するものであり、該複合現実画像を生成する
にあたって、該第１の仮想オブジェクトについてはインビシブルな描画処理が実行され、
　前記複合現実システムは、５以上の前記特徴点集合を含み、
　前記携帯端末装置は、所定時間ごとに、前記撮影装置により撮影された前記特徴点集合
の各々を認識し、前記視点位置を決定し、前記複合現実画像を生成する、
　複合現実システム。
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【請求項１２】
　所定の実空間内にいるユーザに対して仮想オブジェクトを表示するためのディスプレイ
及び実空間を撮影する撮影装置を有する携帯端末装置を含み、実空間の撮影画像に実空間
に対応する仮想空間に配置される仮想オブジェクトの画像を重畳させた複合現実画像を該
ディスプレイに表示するための複合現実システムであって、
　前記複合現実システムは、
　前記所定の実空間内に配置された複数の特徴点集合を含み、該特徴点集合は、各々を識
別可能な識別可能情報を含み、該複数の特徴点集合のうちの少なくとも３つの該特徴点集
合は予め定められた位置関係を有するように配置され、
　前記携帯端末装置は、
　予め取得された前記所定の実空間内に存在する実オブジェクトに対応するものであり仮
想空間を定めるものである第１の仮想オブジェクトのデータと該実オブジェクトに対応し
ない仮想空間における第２の仮想オブジェクトのデータとを記憶するとともに、前記所定
の実空間に配置された前記特徴点集合の各々の仮想空間における配置位置姿勢情報を記憶
し、
　前記撮影装置により撮影された前記特徴点集合の各々を認識し、
　認識した前記特徴点集合の一部又は全部の各々の前記識別可能情報から取得された該特
徴点集合の各々の前記配置位置姿勢情報、及び該特徴点集合の形状及び大きさから決定さ
れる該特徴点集合の各々に対する前記携帯端末装置の相対位置姿勢情報に基づいて、前記
第１の仮想オブジェクトの位置姿勢情報を決定し、
　前記第１の仮想オブジェクトのデータ及び前記第２の仮想オブジェクトのデータに基づ
いて、実空間の撮影画像に視点位置に応じた前記第２の仮想オブジェクトの画像を重畳さ
せた複合現実画像を生成するものであり、該複合現実画像を生成するにあたって、該第１
の仮想オブジェクトについてはインビシブルな描画処理が実行され、
　前記複合現実システムは、５以上の前記特徴点集合を含み、
　前記携帯端末装置は、所定時間ごとに、前記撮影装置により撮影された前記特徴点集合
の各々を認識し、前記第１の仮想オブジェクトの位置姿勢情報を決定し、前記複合現実画
像を生成する、
　複合現実システム。
【請求項１３】
　所定の実空間内にいるユーザに対して仮想オブジェクトを表示するためのディスプレイ
及び実空間を撮影する撮影装置を有する携帯端末装置を含み、実空間の撮影画像に実空間
に対応する仮想空間に配置される仮想オブジェクトの画像を重畳させた複合現実画像を該
ディスプレイに表示するための複合現実システムにおいて、該携帯端末装置に実行させる
プログラムであって、
　前記複合現実システムは、
　前記所定の実空間内に配置された複数の特徴点集合を含み、該特徴点集合は、各々を識
別可能な識別可能情報を含み、該複数の特徴点集合のうちの少なくとも３つの該特徴点集
合は予め定められた位置関係を有するように配置され、
　前記プログラムは、前記携帯端末装置に、
　前記撮影装置により撮影された前記特徴点集合の各々を認識するステップと、
　認識した前記特徴点集合の一部又は全部の各々の前記識別可能情報から取得された該特
徴点集合の各々が配置された仮想空間における配置位置姿勢情報、及び該特徴点集合の形
状及び大きさから決定される該特徴点集合の各々に対する前記携帯端末装置の相対位置姿
勢情報に基づいて、予め取得された前記所定の実空間内に存在する実オブジェクトに対応
するものであり仮想空間を定めるものである第１の仮想オブジェクトの位置姿勢情報を決
定するステップと、
　前記第１の仮想オブジェクトのデータ及び前記実オブジェクトに対応しない仮想空間に
おける第２の仮想オブジェクトのデータに基づいて、実空間の撮影画像に視点位置に応じ
た前記第２の仮想オブジェクトの画像を重畳させた複合現実画像を生成するステップであ
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って、該第１の仮想オブジェクトについてはインビシブルな描画処理が実行されるステッ
プと、
　を実行させ、
　前記複合現実システムは、５以上の前記特徴点集合を含み、
　前記プログラムは、前記携帯端末装置に、所定時間ごとに、前記特徴点集合の各々を認
識するステップと、前記第１の仮想オブジェクトの位置姿勢情報を決定するステップと、
前記複合現実画像を生成するステップと、を実行させる、
　プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複合現実システム等に関し、特に所定の実空間内にいるユーザに対して複合
現実を体験させることができる複合現実システム等に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、現実世界と仮想世界をリアルタイムかつシームレスに融合させる技術として複合
現実感、いわゆるＭＲ（Ｍｉｘｅｄ　Ｒｅａｌｉｔｙ）技術が知られている。ＭＲ技術は
、これを体験するユーザに対して、あたかもその場に仮想の物体が存在するかのような体
験を行わせることができる。ＭＲ技術については、ユーザに違和感を与えることなく仮想
空間の物体を表示させるような、ＭＲそのものを高精度に実行する技術が開発されている
。例えば特許文献１は、複合現実環境において実空間の環境をリアルタイムに認識するこ
とができるシステムを開示している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１７－２２７９７５号公報
【０００４】
【非特許文献１】Francisco J. Romero-Ramirez, Rafael Munoz-Salinas, Rafael Medina
-Carnicer, “Speeded up detection of squared fiducial markers,” Image and Visio
n Computing, Volume 76, 2018, Pages 38-47, ISSN 0262-8856, DOI: 10.1016/j.imavis
.2018.05.004.
【非特許文献２】David G Lowe, “Distinctive Image Features from Scale-Invariant 
Keypoints,” International Journal of Computer Vision, vol.50, No. 2, 2004, pp.9
1-110.
【非特許文献３】Ethan Rublee, Vincent Rabaud, Kurt Konolige and Gary Bradski, “
ORB: and efficient alternative to SIFT or SURF,” IEEE International Conference 
on Computer Vision, 2011.
【非特許文献４】Genshiro Kitagawa, “Monte Carlo Filter and Smoother for Non-Gau
ssian Nonlinear State Space Models,” Journal of Computational and Graphical Sta
tistics, Vol. 5, No. 1 (Mar., 1996), pp. 1-25
【非特許文献５】Shuichi Kurabayashi, Hidetoshi Ishiyama, and Masaru Kanai, “Sen
sing By Overlaying: a Practical Implementation of a Multiplayer Mixed-Reality Ga
ming System by Integrating a Dense Point Cloud and a Real-Time Camera,” In Proc
eedings of the 2016 IEEE International Symposium on Multimedia (ISM), pages 636-
639, San Jose, CA, DOI: 10.1109/ISM.2016.0136, (2016)
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従来、ＭＲ技術が対象とするものはセンサの観測範囲内での実空間であり、広域空間で
ＭＲを実現することは難しかった。例えば、屋外において、ビル群の間を仮想的な巨大ロ
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ボットが飛行するようなＭＲを実現することは難しかった。
【０００６】
　本発明は、このような課題を解決するためになされたものであり、屋外などの比較的広
域な空間を対象として、ユーザに、その場所に応じたＭＲを体験させることが可能な複合
現実システム等を提供することを主目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記の目的を達成するために、本発明の一態様としてのシステムは、所定の実空間内に
いるユーザに対して仮想オブジェクトを表示するためのディスプレイ及び実空間を撮影す
る撮影装置を有する携帯端末装置を含み、実空間の撮影画像に実空間に対応する仮想空間
に配置される仮想オブジェクトの画像を重畳させた複合現実画像を該ディスプレイに表示
するための複合現実システムであって、前記複合現実システムは、前記所定の実空間内に
配置された複数の特徴点集合を含み、該特徴点集合は、各々を識別可能な識別可能情報を
含み、該複数の特徴点集合のうちの少なくとも３つの該特徴点集合は予め定められた位置
関係を有するように配置され、前記携帯端末装置は、予め取得された前記所定の実空間内
に存在する実オブジェクトに対応するものであり仮想空間を定めるものである第１の仮想
オブジェクトのデータと該実オブジェクトに対応しない仮想空間における第２の仮想オブ
ジェクトのデータとを記憶するとともに、前記所定の実空間に配置された前記特徴点集合
の各々の仮想空間における配置位置姿勢情報を記憶し、前記撮影装置により撮影された前
記特徴点集合の各々を認識し、認識した前記特徴点集合の一部又は全部の各々の前記識別
可能情報から取得された該特徴点集合の各々の前記配置位置姿勢情報、及び該特徴点集合
の形状及び大きさから決定される該特徴点集合の各々に対する前記携帯端末装置の相対位
置姿勢情報に基づいて、実空間における前記撮影装置の位置及び撮影方向に対応する仮想
空間における仮想カメラの視点位置を決定し、前記第１の仮想オブジェクトのデータ、前
記第２の仮想オブジェクトのデータ、及び前記視点位置に基づいて、実空間の撮影画像に
該視点位置に応じた前記第２の仮想オブジェクトの画像を重畳させた複合現実画像を生成
する、ことを特徴とする。
【０００８】
　また、本発明において好ましくは、前記携帯端末装置は、前記複合現実画像を生成する
にあたって、前記仮想カメラの視野範囲内に前記第１の仮想オブジェクトと前記第２の仮
想オブジェクトが重複する場合において、該第２の仮想オブジェクトの前記視点位置から
の奥行距離が該第１の仮想オブジェクトよりも大きい場合、該重複した部分が除かれた該
第２の仮想オブジェクトの画像を重畳させた複合現実画像を生成する。
【０００９】
　また、本発明において好ましくは、前記複合現実システムは、５以上の前記特徴点集合
を含み、前記携帯端末装置は、所定時間ごとに、前記撮影装置により撮影された前記特徴
点集合の各々を認識し、前記視点位置を決定し、前記複合現実画像を生成する。
【００１０】
　また、本発明において好ましくは、前記複合現実システムは、前記所定の実空間に配置
された４つの前記特徴点集合を含み、該特徴点集合の各々は、実空間上の仮想的な矩形の
４つの頂点位置に対応する位置関係を有し、かつ予め定められた垂直方向の距離及び予め
定められた水平方向の距離離れて配置される。
【００１１】
　また、本発明において好ましくは、１又は複数の前記特徴点集合が、水平方向に離れて
設置された複数の棒状体の各々に、固定して取り付けられる。
【００１２】
　また、本発明において好ましくは、前記特徴点集合の各々は、光を透過する材料で形成
される透過部材に固定して取り付けられる。
【００１３】
　また、本発明において好ましくは、前記特徴点集合の各々は、ワイヤーを用いて固定し
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て取り付けられる。
【００１４】
　また、本発明において好ましくは、前記特徴点集合は、ポスター、絵、写真、ＡｒＵｃ
ｏマーカ、ＡＲマーカ、２次元コード、又はデータマトリックスである。
【００１５】
　上記の目的を達成するために、本発明の一態様としてのプログラムは、所定の実空間内
にいるユーザに対して仮想オブジェクトを表示するためのディスプレイ及び実空間を撮影
する撮影装置を有する携帯端末装置を含み、実空間の撮影画像に実空間に対応する仮想空
間に配置される仮想オブジェクトの画像を重畳させた複合現実画像を該ディスプレイに表
示するための複合現実システムにおいて、該携帯端末装置に実行させるプログラムであっ
て、前記複合現実システムは、前記所定の実空間内に配置された複数の特徴点集合を含み
、該特徴点集合は、各々を識別可能な識別可能情報を含み、該複数の特徴点集合のうちの
少なくとも３つの該特徴点集合は予め定められた位置関係を有するように配置され、前記
プログラムは、前記携帯端末装置に、前記撮影装置により撮影された前記特徴点集合の各
々を認識するステップと、認識した前記特徴点集合の一部又は全部の各々の前記識別可能
情報から取得された該特徴点集合の各々が配置された仮想空間における配置位置姿勢情報
、及び該特徴点集合の形状及び大きさから決定される該特徴点集合の各々に対する前記携
帯端末装置の相対位置姿勢情報に基づいて、実空間における前記撮影装置の位置及び撮影
方向に対応する仮想空間における仮想カメラの視点位置を決定するステップと、予め取得
された前記所定の実空間内に存在する実オブジェクトに対応するものであり仮想空間を定
めるものである第１の仮想オブジェクトのデータ、該実オブジェクトに対応しない仮想空
間における第２の仮想オブジェクトのデータ、及び前記視点位置に基づいて、実空間の撮
影画像に該視点位置に応じた前記第２の仮想オブジェクトの画像を重畳させた複合現実画
像を生成するステップと、を実行させることを特徴とする。
【００１６】
　また、上記の目的を達成するために、本発明の一態様としての携帯端末装置は、所定の
実空間内にいるユーザに対して仮想オブジェクトを表示するためのディスプレイ及び実空
間を撮影する撮影装置を有する携帯端末装置を含み、実空間の撮影画像に実空間に対応す
る仮想空間に配置される仮想オブジェクトの画像を重畳させた複合現実画像を該ディスプ
レイに表示するための複合現実システムにおける携帯端末装置であって、前記複合現実シ
ステムは、前記所定の実空間内に配置された複数の特徴点集合を含み、該特徴点集合は、
各々を識別可能な識別可能情報を含み、該複数の特徴点集合のうちの少なくとも３つの該
特徴点集合は予め定められた位置関係を有するように配置され、前記携帯端末装置は、予
め取得された前記所定の実空間内に存在する実オブジェクトに対応するものであり仮想空
間を定めるものである第１の仮想オブジェクトのデータと該実オブジェクトに対応しない
仮想空間における第２の仮想オブジェクトのデータとを記憶するとともに、前記所定の実
空間に配置された前記特徴点集合の各々の仮想空間における配置位置姿勢情報を記憶し、
前記撮影装置により撮影された前記特徴点集合の各々を認識し、認識した前記特徴点集合
の一部又は全部の各々の前記識別可能情報から取得された該特徴点集合の各々の前記配置
位置姿勢情報、及び該特徴点集合の形状及び大きさから決定される該特徴点集合の各々に
対する前記携帯端末装置の相対位置姿勢情報に基づいて、実空間における前記撮影装置の
位置及び撮影方向に対応する仮想空間における仮想カメラの視点位置を決定し、前記第１
の仮想オブジェクトのデータ、前記第２の仮想オブジェクトのデータ、及び前記視点位置
に基づいて、実空間の撮影画像に該視点位置に応じた前記第２の仮想オブジェクトの画像
を重畳させた複合現実画像を生成する、ことを特徴とする。
【００１７】
　また、上記の目的を達成するために、本発明の一態様としての方法は、所定の実空間内
にいるユーザに対して仮想オブジェクトを表示するためのディスプレイ及び実空間を撮影
する撮影装置を有する携帯端末装置を含み、実空間の撮影画像に実空間に対応する仮想空
間に配置される仮想オブジェクトの画像を重畳させた複合現実画像を該ディスプレイに表
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示するための複合現実システムにおいて、該携帯端末装置により実行される方法であって
、前記複合現実システムは、前記所定の実空間内に配置された複数の特徴点集合を含み、
該特徴点集合は、各々を識別可能な識別可能情報を含み、該複数の特徴点集合のうちの少
なくとも３つの該特徴点集合は予め定められた位置関係を有するように配置され、前記撮
影装置により撮影された前記特徴点集合の各々を認識するステップと、認識した前記特徴
点集合の一部又は全部の各々の前記識別可能情報から取得された該特徴点集合の各々が配
置された仮想空間における配置位置姿勢情報、及び該特徴点集合の形状及び大きさから決
定される該特徴点集合の各々に対する前記携帯端末装置の相対位置姿勢情報に基づいて、
実空間における前記撮影装置の位置及び撮影方向に対応する仮想空間における仮想カメラ
の視点位置を決定するステップと、予め取得された前記所定の実空間内に存在する実オブ
ジェクトに対応するものであり仮想空間を定めるものである第１の仮想オブジェクトのデ
ータ、該実オブジェクトに対応しない仮想空間における第２の仮想オブジェクトのデータ
、及び前記視点位置に基づいて、実空間の撮影画像に該視点位置に応じた前記第２の仮想
オブジェクトの画像を重畳させた複合現実画像を生成するステップと、を含むことを特徴
とする。
【００１８】
　また、上記の目的を達成するために、本発明の一態様としてのシステムは、サーバ、並
びに所定の実空間内にいるユーザに対して仮想オブジェクトを表示するためのディスプレ
イ及び実空間を撮影する撮影装置を有する携帯端末装置を含み、実空間の撮影画像に実空
間に対応する仮想空間に配置される仮想オブジェクトの画像を重畳させた複合現実画像を
該ディスプレイに表示するための複合現実システムであって、前記複合現実システムは、
前記所定の実空間内に配置された複数の特徴点集合を含み、該特徴点集合は、各々を識別
可能な識別可能情報を含み、該複数の特徴点集合のうちの少なくとも３つの該特徴点集合
は予め定められた位置関係を有するように配置され、前記サーバは、予め取得された前記
所定の実空間内に存在する実オブジェクトに対応するものであり仮想空間を定めるもので
ある第１の仮想オブジェクトのデータと該実オブジェクトに対応しない仮想空間における
第２の仮想オブジェクトのデータとを記憶するとともに、前記所定の実空間に配置された
前記特徴点集合の各々の仮想空間における配置位置姿勢情報を記憶し、前記携帯端末装置
は、前記撮影装置により撮影された前記特徴点集合の各々を認識し、認識した前記特徴点
集合の一部又は全部の各々の前記識別可能情報から取得された該特徴点集合の各々の前記
配置位置姿勢情報、及び該特徴点集合の形状及び大きさから決定される該特徴点集合の各
々に対する前記携帯端末装置の相対位置姿勢情報に基づいて、実空間における前記撮影装
置の位置及び撮影方向に対応する仮想空間における仮想カメラの視点位置を決定し、前記
第１の仮想オブジェクトのデータ、前記第２の仮想オブジェクトのデータ、及び前記視点
位置に基づいて、実空間の撮影画像に該視点位置に応じた前記第２の仮想オブジェクトの
画像を重畳させた複合現実画像を生成する、ことを特徴とする。
【００１９】
　また、上記の目的を達成するために、本発明の一態様としてのシステムは、所定の実空
間内にいるユーザに対して仮想オブジェクトを表示するためのディスプレイ及び実空間を
撮影する撮影装置を有する携帯端末装置を含み、実空間の撮影画像に実空間に対応する仮
想空間に配置される仮想オブジェクトの画像を重畳させた複合現実画像を該ディスプレイ
に表示するための複合現実システムであって、前記複合現実システムは、前記所定の実空
間内に配置された複数の特徴点集合を含み、該特徴点集合は、各々を識別可能な識別可能
情報を含み、該複数の特徴点集合のうちの少なくとも３つの該特徴点集合は予め定められ
た位置関係を有するように配置され、前記携帯端末装置は、予め取得された前記所定の実
空間内に存在する実オブジェクトに対応するものであり仮想空間を定めるものである第１
の仮想オブジェクトのデータと該実オブジェクトに対応しない仮想空間における第２の仮
想オブジェクトのデータとを記憶するとともに、前記所定の実空間に配置された前記特徴
点集合の各々の仮想空間における配置位置姿勢情報を記憶し、前記撮影装置により撮影さ
れた前記特徴点集合の各々を認識し、認識した前記特徴点集合の一部又は全部の各々の前
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記識別可能情報から取得された該特徴点集合の各々の前記配置位置姿勢情報、及び該特徴
点集合の形状及び大きさから決定される該特徴点集合の各々に対する前記携帯端末装置の
相対位置姿勢情報に基づいて、前記第１の仮想オブジェクトの位置姿勢情報を決定し、前
記第１の仮想オブジェクトのデータ及び前記第２の仮想オブジェクトのデータに基づいて
、実空間の撮影画像に該視点位置に応じた前記第２の仮想オブジェクトの画像を重畳させ
た複合現実画像を生成する、ことを特徴とする。
【００２０】
　また、上記の目的を達成するために、本発明の一態様としてのプログラムは、所定の実
空間内にいるユーザに対して仮想オブジェクトを表示するためのディスプレイ及び実空間
を撮影する撮影装置を有する携帯端末装置を含み、実空間の撮影画像に実空間に対応する
仮想空間に配置される仮想オブジェクトの画像を重畳させた複合現実画像を該ディスプレ
イに表示するための複合現実システムにおいて、該携帯端末装置に実行させるプログラム
であって、前記複合現実システムは、前記所定の実空間内に配置された複数の特徴点集合
を含み、該特徴点集合は、各々を識別可能な識別可能情報を含み、該複数の特徴点集合の
うちの少なくとも３つの該特徴点集合は予め定められた位置関係を有するように配置され
、前記プログラムは、前記携帯端末装置に、前記撮影装置により撮影された前記特徴点集
合の各々を認識するステップと、認識した前記特徴点集合の一部又は全部の各々の前記識
別可能情報から取得された該特徴点集合の各々が配置された仮想空間における配置位置姿
勢情報、及び該特徴点集合の形状及び大きさから決定される該特徴点集合の各々に対する
前記携帯端末装置の相対位置姿勢情報に基づいて、予め取得された前記所定の実空間内に
存在する実オブジェクトに対応するものであり仮想空間を定めるものである第１の仮想オ
ブジェクトの位置姿勢情報を決定するステップと、前記第１の仮想オブジェクトのデータ
及び前記実オブジェクトに対応しない仮想空間における第２の仮想オブジェクトのデータ
に基づいて、実空間の撮影画像に該視点位置に応じた前記第２の仮想オブジェクトの画像
を重畳させた複合現実画像を生成するステップと、を実行させることを特徴とする。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、屋外などの比較的広域な空間を対象として、ユーザに、その場所に応
じたＭＲを体験させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の一実施形態の複合現実システムの一部を示す模式図である。
【図２】本発明の一実施形態の携帯端末装置のハードウェア構成を示すブロック図である
。
【図３】本発明の一実施形態の２次元コードを示す図である。
【図４】本発明の一実施形態の実空間の一部を示す模式図である。
【図５】図４に示す実空間に対応する仮想空間を示す図である。
【図６】本発明の一実施形態の携帯端末装置の機能ブロック図である。
【図７】第２の仮想オブジェクトの画像の一例である。
【図８】実空間の撮影画像に図７に示す第２の仮想オブジェクトの画像を重畳させた複合
現実画像の一例である。
【図９】本発明の一実施形態の複合現実システムにおける携帯端末装置と特徴点集合群が
含む特徴点集合の位置関係を説明する図である。
【図１０】本発明の一実施形態による複合現実システムの情報処理について示したフロー
チャートである。
【図１１】窓ガラスに固定して取り付けられた特徴点集合群３示す図である。
【図１２】本発明の一実施形態の複合現実システムの全体構成の一例を示す。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、図面を参照して、ユーザに対して仮想空間と現実空間とを融合した複合現実空間
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を提供する複合現実（ＭＲ）システムについて説明する。本明細書においては、説明の便
宜上、必要以上に詳細な説明は省略する場合がある。例えば、既によく知られた事項の詳
細説明や実質的に同一の構成についての重複説明を省略する場合がある。なお各図におい
て同一の符号は、特に言及が無い限り同一又は相当部分を示すものとする。
【００２４】
　本実施形態によるＭＲシステムは、例えばスマートフォンの画面を通してユーザが視認
する実空間の撮影画像に対して、実空間に対応する仮想空間に配置される仮想空間上のオ
ブジェクトである仮想オブジェクトを重畳させて描画することにより、ユーザにＭＲを体
験させる。
【００２５】
　図１は、本発明の一実施形態の複合現実システム（ＭＲシステム）１の一部を示す模式
図である。本発明の実施形態によるＭＲシステム１は、予め定められた所定の実空間（実
空間５０）において実現する。実空間５０は、予め定められた屋外の実空間であり、該空
間内には、現実世界におけるオブジェクトである実オブジェクトが存在する。実オブジェ
クトは、例えば建物、橋、壁などの構造物であり、実空間内に固定されたものである。た
だし、移動可能な物を実オブジェクトに含めてもよい。また、実空間５０は、屋外の実空
間の代わりに屋内の実空間であってもよいし、屋内の実空間を一部に含んでいてもよい。
【００２６】
　ＭＲシステム１は、図１に示すように、携帯端末装置２と、実空間５０内に配置された
複数の特徴点集合４を含む特徴点集合群３とを含む。
【００２７】
　図２は本発明の一実施形態の携帯端末装置２のハードウェア構成を示すブロック図であ
る。携帯端末装置２は、プロセッサ１１、入力装置１２、表示装置１３、撮影装置１４、
記憶装置１５、及び通信装置１６を備える。これらの各構成装置はバス１７によって接続
される。なお、バス１７と各構成装置との間には必要に応じてインタフェースが介在して
いるものとする。本実施形態において、携帯端末装置２はスマートフォンである。ただし
、携帯端末装置２は、上記の構成を備える携帯可能な端末であれば、タブレット型コンピ
ュータ、タッチパッド等の接触型入力装置を備えるコンピュータなどの端末とすることが
できる。
【００２８】
　プロセッサ１１は、携帯端末装置２全体の動作を制御する。例えばプロセッサ１１は、
ＣＰＵである。なお、プロセッサ１１としては、ＭＰＵ等の電子回路が用いられてもよい
。プロセッサ１１は、記憶装置１５に格納されているプログラムやデータを読み込んで実
行することにより、様々な処理を実行する。１つの例では、プロセッサ１１は、複数のプ
ロセッサから構成される。
【００２９】
　入力装置１２は、携帯端末装置２に対するユーザからの入力を受け付けるユーザインタ
フェースである。表示装置（ディスプレイ）１３は、プロセッサ１１の制御に従って、ア
プリケーション画面や撮影装置１４によって撮影された画像などを携帯端末装置２のユー
ザに表示するものである。本実施形態においては、スマートフォンである携帯端末装置２
は入力装置１２としてタッチパネルを備え、タッチパネルは表示装置１３としても機能し
、入力装置１２と表示装置１３は一体となった構造である。ただし、入力装置１２と表示
装置１３は、別の位置に配置される別個の形態であってもよい。この場合、入力装置１２
は、例えばタッチパッド又はボタンなどとすることができ、表示装置１３は、液晶ディス
プレイ、有機ＥＬを用いたディスプレイ、又はプラズマディスプレイなどとすることがで
きる。
【００３０】
　撮影装置（撮像装置）１４は、実空間の静止画又は動画を撮影（撮像）するものであり
、撮影した画像又は動画データを記憶装置１５に格納する。撮影装置１４は、例えばイメ
ージセンサなどから構成されるカメラである。
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【００３１】
　記憶装置１５は、揮発性メモリであるＲＡＭ及び不揮発性メモリであるＲＯＭを含む、
一般的なスマートフォンが備える記憶装置である。記憶装置１５は、外部メモリを含むこ
ともできる。
【００３２】
　１つの例では、記憶装置１５は、主記憶装置及び補助記憶装置を含む。主記憶装置は、
情報の高速な読み書きが可能な揮発性の記憶媒体であり、プロセッサ１１が情報を処理す
る際の記憶領域及び作業領域として用いられる。補助記憶装置は、様々なプログラムや、
各プログラムの実行に際してプロセッサ１１が使用するデータを格納する。補助記憶装置
は、例えばハードディスク装置であるが、情報を格納できるものであればいかなる不揮発
性ストレージ又は不揮発性メモリであってもよく、着脱可能なものであっても構わない。
補助記憶装置は、例えば、オペレーティングシステム（ＯＳ）、ミドルウェア、アプリケ
ーションプログラム、これらのプログラムの実行に伴って参照され得る各種データなどを
格納する。
【００３３】
　通信装置１６は、インターネットなどのネットワークを介して他のコンピュータとの間
でデータの授受を行う。例えば通信装置１６は、移動体通信や無線ＬＡＮ等の無線通信を
行い、ネットワークへ接続する。１つの例では、通信装置１６によって、プログラムをサ
ーバからダウンロードして、記憶装置１５に格納する。ただし、通信装置１６は、イーサ
ネット（登録商標）ケーブル等を用いた有線通信を行ってもよい。他のコンピュータとの
間でデータの送受信を行わない場合、携帯端末装置２は通信装置１６を備えなくてもよい
。
【００３４】
　特徴点集合４は、局所特徴点集合を示すものであり、本実施形態では、特徴点集合４は
、ＡｒＵｃｏマーカ（非特許文献１）である。特徴点集合４は、予め実空間５０内に固定
して配置される。特徴点集合４の各々は、一意の識別情報（ＩＤ）と紐付けられている。
ただし、特徴点集合４の各々は、各々の特徴点集合４を識別可能な識別可能情報を含むも
のであればよい。識別情報は、識別可能情報の１つの例示である。また、特徴点集合４は
、ＡｒＵｃｏマーカに限定されない。
【００３５】
　図３は、本発明の一実施形態の特徴点集合４を示す図である。特徴点集合４は、白色と
黒色の正方形から構成され、全体として正方形の形状を有する。特徴点集合４の外縁を構
成する位置には黒色の正方形が配置される。各々の特徴点集合４は、白色と黒色の正方形
の配置位置が異なり、該配置位置に応じたＩＤ（例えばＩＤ番号）が割り当てられる。特
徴点集合４は、例えば、表面が平らな金属製の板に顔料を用いて印刷されたもの又は印刷
されたものが他の支持物に取り付けられたものであり、太陽光の反射防止のためのコーテ
ィングが施される。
【００３６】
　特徴点集合４は、特徴点集合４の各々を識別することができるものであり、かつ実空間
５０内に固定して配置されるものであればよく、上記の例示に限定されない。特徴点集合
４は、特徴点集合４自体のパターンが印刷されたものであってもよいし、特徴点集合４自
体のパターンを含むものが印刷されたものであってもよい。特徴点集合４は、例えば一辺
１０ｃｍの正方形の形状である。
【００３７】
　図１に示すように、特徴点集合群３は、４つの特徴点集合４を含み、特徴点集合４の各
々は、水平方向に離れて設置された一対の棒状体４１の各々に、垂直方向に離れて固定し
て取り付けられる。棒状体４１は、例えば固定式のポール又は柱であり、地面に固定して
取り付けられる。特徴点集合群３が含む特徴点集合４の各々は、実空間５０上の仮想的な
矩形の４つの頂点位置に対応する位置関係を有し、予め定められた垂直方向の距離及び予
め定められた水平方向の距離離れて配置される。仮想的な矩形を構成する２辺は、鉛直方



(13) JP 6640294 B1 2020.2.5

10

20

30

40

50

向（垂直方向）及び水平方向に平行であることが好ましい。なお、特徴点集合群３は、複
数の特徴点集合４を表すものである。特徴点集合群３は、局所的に存在する複数の特徴点
集合４を示すこともできるし、又は撮影装置１４が撮影する１つの撮影画像内に収まる複
数の特徴点集合４を示すこともできる。またＭＲシステム１は、複数の特徴点集合群３を
含むこともできる。
【００３８】
　本実施形態においては、実空間５０は、渋谷駅周辺全域のような、数キロメートル四方
の範囲のエリアである。図４は、本発明の一実施形態の実空間５０の一部を示す模式図で
ある。実空間５０は、ビルなどの実オブジェクト５１を含む。
【００３９】
　仮想空間６０は実空間５０に対応付けられた仮想的な空間であり、実空間５０上の位置
と仮想空間６０上の位置は１対１で対応付けられる。ＭＲシステム１は、仮想空間６０に
おいて実空間５０内にある実オブジェクト５１を表す３次元空間データを用いる。したが
って、３次元空間データは、実空間５０に対応付けされた仮想空間６０を定めるものであ
り、実オブジェクト５１の３次元形状を表すものである。３次元空間データは、予め取得
されるものであり、各々が仮想空間６０における３次元位置情報を有する基本単位である
３次元形状要素から構成される。この基本単位を３次元形状要素と表現する。本実施形態
では、３次元形状要素として３次元メッシュを用いる。したがって、３次元空間データは
３次元メッシュから構成される。３次元メッシュは、１又は複数のポリゴンから形成され
、各々の３次元メッシュを構成するポリゴンの頂点の少なくとも１つは３次元位置情報を
有する。ただし、３次元形状要素は、点群データなどとすることもできる。
【００４０】
　３次元形状要素が有する３次元位置情報は、実空間５０上の位置情報に対応する仮想空
間６０上の位置情報である。ここでの実空間５０上の位置情報は、例えば、緯度、経度、
高度、方向を含む６ＤｏＦ（６軸）の値であり、仮想空間６０上の位置情報も、対応する
６ＤｏＦの値である。
【００４１】
　近年、本実施形態の実空間５０が対象とする比較的広域なエリアの３次元メッシュデー
タは、様々な企業から提供されており、比較的簡易に精密な３次元メッシュデータを取得
することが可能である。
【００４２】
　このような３次元メッシュデータは、例えば以下のように予め取得される。最初に、高
精度なレーザスキャナを用いることにより、実空間５０内の実オブジェクト５１の３次元
形状を示す点群データを予め取得する。図５は、実空間５０に対応付けられた仮想空間６
０における点群データの一例を示す。点群データのそれぞれは、例えば３次元座標（ｘ、
ｙ、ｚ）を有し、実空間５０に対応付けられた仮想空間６０内に配置される。なお点群デ
ータのそれぞれは、色情報を有する色付き点群データである。続いて、既知の方法を用い
て、上記のように取得された色付き点群データから各点群を頂点としたポリゴンが形成さ
れる。３次元メッシュは、当該ポリゴンから形成される。ただし、３次元空間データを構
成する３次元形状要素は、色情報を有する必要はないため、上記例示において、点群デー
タは色情報を有していなくてもよい。他の例では、３次元メッシュは、実空間５０内にお
ける複数の撮影画像から、既知の方法を用いて生成される。
【００４３】
　図５は、図４に示す実空間５０に対応する仮想空間６０を示し、実空間５０内に存在す
る実オブジェクト５１に対応する仮想オブジェクトである第１の仮想オブジェクト６１を
示す。仮想空間６０に配置されるオブジェクトは、すべて仮想オブジェクトであるが、説
明の便宜上、実オブジェクト５１に対応する仮想オブジェクトを第１の仮想オブジェクト
６１と呼び、実オブジェクト５１に対応しない仮想オブジェクト、すなわち実空間５０内
に存在しない仮想オブジェクトを第２の仮想オブジェクト６２と呼ぶ。したがって、３次
元空間データは、第１の仮想オブジェクト６１のデータであり、第１の仮想オブジェクト
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６１のデータにより仮想空間６０は定められる。本実施形態では、例えば３次元空間デー
タの座標は、仮想空間６０の座標と同義である。
【００４４】
　仮想空間６０の位置は、図５に示すような３次元座標（ｘ、ｙ、ｚ）を含む６ＤｏＦを
用いて特定される。ただし、図５に示す仮想空間６０上の３次元座標は１つの例示であっ
て、３次元座標の原点はいずれの場所に設定してもよいし、各座標軸はお互いに直交して
いればいずれの方向としてもよい。或いは、仮想空間６０の位置は、他の座標系を用いて
、３次元位置を特定してもよい。
【００４５】
　図６は、本発明の一実施形態の携帯端末装置２の機能ブロック図である。携帯端末装置
２は、アプリケーション部２１を備える。アプリケーション部２１は、認識部２２、位置
決定部２３、画像生成部２４、及び画像表示部２５を備える。本実施形態においては、プ
ロセッサ１１によりプログラムが実行されることによりこれらの機能が実現される。本実
施形態においては、各種機能がプログラム読み込みにより実現されるため、１つのパート
（機能）の一部を他のパートが有していてもよい。ただし、各機能の一部又は全部を実現
するための電子回路等を構成することによりハードウェアによってもこれらの機能は実現
してもよい。
【００４６】
　携帯端末装置２は、ＯＳがインストールされるとともに、ユーザにＭＲを体験させるた
めの当該ＯＳ上で動作させるアプリケーションがインストールされている。アプリケーシ
ョン部２１は、当該アプリケーションに対応するものであり、アプリケーションプログラ
ムとして記憶装置１５に記憶される。
【００４７】
　記憶装置１５は、実空間５０内に存在する実オブジェクト５１に対応する仮想空間６０
における第１の仮想オブジェクト６１のデータと仮想空間６０における第２の仮想オブジ
ェクト６２のデータとを記憶する。本実施形態では、第２の仮想オブジェクト６２のデー
タも３次元メッシュにより形成され、第２の仮想オブジェクトのデータが含む位置情報は
、３次元空間データの座標で表現される又は３次元空間データの座標と紐付けられる。１
つの例では、第２の仮想オブジェクト６２は、仮想的なキャラクタ又は仮想的なアイテム
である。図７は、第２の仮想オブジェクト６２の画像の一例である。１つの例では、第２
の仮想オブジェクト６２のデータは、位置及び時間の少なくとも一方に応じて形状、大き
さ、及び向きの少なくとも１つが変化する仮想オブジェクトのデータである。
【００４８】
　記憶装置１５は、特徴点集合４の各々のＩＤと、特徴点集合４の各々が配置された、実
空間５０上の位置情報に対応する仮想空間６０における配置位置情報とが関連付けられた
特徴点集合位置データを記憶する。ここでの配置位置情報は、３次元空間データの座標で
表現される又は３次元空間データの座標と紐付けられるものである。また配置位置情報は
、正確には配置位置姿勢情報であり、例えば６ＤｏＦ（６軸自由度）の値である。したが
って、例えば配置位置情報（配置位置姿勢情報）は、第１の仮想オブジェクト６１の所定
の位置（仮想空間６０の原点）を原点とする特徴点集合４の位置姿勢情報である。なお、
一般的にＡｒＵｃｏを使用する場合と同様にして、記憶装置１５は、ＡｒＵｃｏを利用す
るためのソフトウェアモジュールを記憶しており、アプリケーション部２１は、本モジュ
ールを用いて、特徴点集合４の各々とＩＤとを対応付ける。
【００４９】
　１つの例では、記憶装置１５は３次元空間データを３次元空間データベースとして機能
させるためのプログラムとともに記憶する。例えばこの場合、アプリケーション部２１は
、認識した特徴点集合４の各々のＩＤの組み合わせを用いて３次元空間データベースに問
い合わせることにより、該ＩＤの組み合わせに応じた３次元空間データを取得する。
【００５０】
　アプリケーション部２１は、ユーザ操作などによりアプリケーションが起動すると、撮
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影装置１４を起動する。認識部２２は、撮影装置１４により撮影された特徴点集合４の各
々を認識する。例えば、認識部２２は、特徴点集合４の外縁及び白色と黒色の正方形の配
置位置から特徴点集合４を認識するとともに該特徴点集合４のＩＤを認識する。好ましく
は、認識部２２は、所定時間ごとに、例えば０．５秒ごとに、撮影装置１４により撮影さ
れた特徴点集合４の各々を認識する。
【００５１】
　位置決定部２３は、実空間５０における撮影装置１４の位置及び撮影方向に対応する仮
想空間６０における仮想カメラの視点位置を決定する。位置決定部２３が決定する仮想カ
メラの視点位置は、例えば仮想空間６０上に６ＤｏＦ（６軸自由度）で表される。例えば
、仮想カメラの画角は、実際の撮影装置１４の画角に応じて決定される。
【００５２】
　１つの例では、アプリケーション部２１は、撮影装置１４が所定の数量以上の特徴点集
合４を撮影しているか否かを判定し、撮影装置１４が所定の数量以上の特徴点集合４を撮
影していると判定した場合、位置決定部２３は、仮想カメラの視点位置を決定する。例え
ば、アプリケーション部２１は、認識部２２が３つ以上の特徴点集合４を認識した場合、
位置決定部２３は、仮想カメラの視点位置を決定する。
【００５３】
　位置決定部２３は、認識した特徴点集合４のＩＤと記憶装置１５が記憶する特徴点集合
位置データとを用いて、該特徴点集合４が配置された配置位置情報を取得する。また位置
決定部２３は、認識した特徴点集合４の形状及び大きさから該特徴点集合４に対する携帯
端末装置２の相対位置を示す相対位置情報を決定する。相対位置情報は、正確には相対位
置姿勢情報であり、例えば相対位置としての６ＤｏＦを含む情報であり、特徴点集合４に
対する携帯端末装置２（撮影装置１４）の３次元位置及び向いている方向を含む。したが
って、例えば相対位置情報（相対位置姿勢情報）は、仮想カメラの位置を原点とする特徴
点集合４の位置姿勢情報である。位置決定部２３は、認識した特徴点集合４の各々につい
て、配置位置情報を取得し、携帯端末装置２と特徴点集合４との相対位置を示す相対位置
情報を決定する。位置決定部２３は、取得した配置位置情報及び決定した相対位置情報に
基づいて、仮想カメラの視点位置（６ＤｏＦ）を決定する。
【００５４】
　１つの例では、位置決定部２３は、認識した特徴点集合４の各々についての配置位置情
報及び相対位置情報を用いて、仮の仮想カメラの視点位置（６ＤｏＦ）を各々算出する。
位置決定部２３は、算出された複数の６ＤｏＦの平均値を用いて、仮想カメラの視点位置
を決定する。或いは、位置決定部２３は、算出された複数の６ＤｏＦの中央値を用いて、
仮想カメラの視点位置を決定する。或いは、位置決定部２３は、算出された複数の６Ｄｏ
Ｆをパーティクルフィルタ（非特許文献４）などの推定モデルに入力することにより、仮
想カメラの視点位置を決定する。
【００５５】
　１つの例では、位置決定部２３は、上記の例示の代わりに、又は追加して、既知の特徴
点集合４の配置関係を用いて、仮想カメラの視点位置を決定する。ここで、特徴点集合４
の各々は、予め定められた垂直方向及び水平方向の距離離れて配置されるため、一の特徴
点集合４の位置から、他の特徴点集合４の位置を導き出すことができる。１つの例では、
位置決定部２３は、認識した特徴点集合４の各々について相対位置情報を決定すると、認
識した特徴点集合４により構成される第１の仮想的な矩形を決定する。一方、位置決定部
２３は、認識した特徴点集合４の各々についての配置位置情報を取得し、取得した配置位
置情報から構成される第２の仮想的な矩形を決定する。位置決定部２３は、第２の仮想的
な矩形の配置位置情報と、第２の仮想的な矩形に対する第１の仮想的な矩形の形状及び大
きさとを用いて、仮想カメラの視点位置を決定する。
【００５６】
　他の例では、位置決定部２３は、仮の仮想カメラの視点位置を一の特徴点集合４の配置
位置情報及び相対位置情報を用いて算出された６ＤｏＦとした場合、該特徴点集合４から
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導き出した他の特徴点集合４の位置と、撮影装置１４による撮影画像から特定される他の
特徴点集合４の位置との差分を算出する。位置決定部２３は、算出された６ＤｏＦの各々
のうち、算出した差分が所定範囲内であった６ＤｏＦを抽出し、該６ＤｏＦの平均値若し
くは中央値を用いて、又は該６ＤｏＦを既知の推定モデルに入力して、仮想カメラの視点
位置を決定する。或いは、位置決定部２３は、算出された６ＤｏＦの各々に対して、算出
した差分に応じて重み付けを行い、重み付けを行った６ＤｏＦの平均値若しくは中央値を
用いて、又は該６ＤｏＦを既知の推定モデルに入力して、仮想カメラの視点位置を決定す
る。或いは、位置決定部２３は、算出されたＤｏＦに基づいて仮想カメラの視点位置を決
定した後、既知の特徴点集合群３の配置関係を用いて、当該仮想カメラの視点位置を補正
する。
【００５７】
　１つの例では、位置決定部２３は、特徴点集合４に対する携帯端末装置２の相対位置を
以下のように決定する。特徴点集合４の各々の大きさ及び形状は、予め定められている。
位置決定部２３は、既知の方法を用いて、特徴点集合４を画像として認識し、特徴点集合
４の輪郭を認識し、特徴点集合座標系からカメラ座標系へ変換するための座標変換行列を
算出する。位置決定部２３は、算出された座標変換行列を用いて、撮影装置１４による撮
影画像中の特徴点集合４のカメラ座標系における位置及び姿勢を算出し、特徴点集合４の
撮影装置１４に対する相対的な位置（６ＤｏＦ）を決定する。
【００５８】
　１つの例では、位置決定部２３は、特徴点集合４に対する携帯端末装置２の相対位置を
以下のように決定する。位置決定部２３は、撮像された画像中に含まれる対象物の検出の
ために回転や移動に強いロバストな特徴量である局所特徴量を用いた既知の方法（非特許
文献２、３）を用いる。本例示において、記憶装置１５は、特徴点集合４の各々のテンプ
レート画像を特徴点集合４のＩＤに関連付けて記憶する。位置決定部２３は、局所特徴量
を用いて、テンプレート画像と撮影装置１４による撮影画像間の射影（回転、拡大縮小、
変形など）を求めることにより、相対的な位置（６ＤｏＦ）を決定する。ここで、局所特
徴量とは、点、エッジ、小さいイメージ・パッチなど、画像内に見られるパターンや際立
つ構造のことを指す。具体的には、テンプレート画像の四隅の点と、局所特徴量を用いて
求めたホモグラフィ行列を利用して、射影を推定する。ホモグラフィ行列とは、ある平面
を、射影変換を用いて別の平面に射影する際のパラメータを指す。
【００５９】
　仮想カメラの視点位置は、６ＤｏＦを用いて算出され決定されるが、同等の情報を含む
他のフォーマットの位置情報を用いてもよい。
【００６０】
　画像生成部２４は、記憶装置１５が記憶する第１の仮想オブジェクト６１のデータ及び
第２の仮想オブジェクト６２のデータ、並びに位置決定部２３が決定した仮想カメラの視
点位置に基づいて、実空間５０の撮影画像に該視点位置に応じた第２の仮想オブジェクト
６２の画像を重畳させた複合現実画像を生成する。画像表示部２５は、生成された複合現
実画像を含むアプリケーション画面を表示装置１３に表示する。
【００６１】
　１つの例では、画像生成部２４は、位置決定部２３が決定した仮想カメラの視点位置に
対応する第１の仮想オブジェクト６１のデータ及び第２の仮想オブジェクト６２のデータ
を読み込み、実空間５０の撮影画像に該視点位置に応じた第２の仮想オブジェクト６２の
画像を重畳させた複合現実画像を生成する。複合現実画像の生成にあたっては、特許文献
１や非特許文献５に示すような既知の方法を用いることができる。
【００６２】
　図８は、実空間５０の撮影画像に図７に示す第２の仮想オブジェクト６２の画像を重畳
させた複合現実画像の一例である。画像生成部２４は、仮想カメラの視野範囲内に第１の
仮想オブジェクト６１と第２の仮想オブジェクト６２が重複する場合において、第２の仮
想オブジェクト６２の仮想カメラの視点位置からの奥行距離が第１の仮想オブジェクト６
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１よりも大きい場合、該重複した部分が除かれた第２の仮想オブジェクト６２の画像を重
畳させた複合現実画像を生成する。例えば、画像生成部２４は、第１の仮想オブジェクト
６１についてはインビジブルなメッシュとして描画処理を行い、第２の仮想オブジェクト
６２については通常の描画処理を実行する。これにより、上記重複した部分においては、
第２の仮想オブジェクト６２よりも仮想カメラの視点位置が近い第１の仮想オブジェクト
６１のインビジブルな描画処理が実行されることになる。なお、仮想カメラの視野範囲は
、撮影装置１４の画角に応じて決定される。
【００６３】
　図８は、一部が削られて表示される第２の仮想オブジェクト６２を示す。図８において
、第２の仮想オブジェクト６２は実オブジェクト５１であるビルの向こう側に存在するよ
うに表示されていることが確認できる。
【００６４】
　１つの例では、画像生成部２４は、所定のフレームレートで複合現実画像を生成するこ
とにより、ＭＲ動画を生成する。１つの例では、撮影装置１４が特徴点集合４を認識しな
い場合や仮想カメラの視点位置が決定されない場合、画像表示部２５は、実空間５０の撮
影画像をそのまま複合現実画像として表示する。
【００６５】
　本実施形態では、アプリケーション部２１の各部の動作から、ＭＲシステム１は、撮影
装置１４が撮影する１つの撮影画像内に収まる少なくとも３つの特徴点集合４を含む必要
がある。特徴点集合群３が含む特徴点集合４のうち仮想的な矩形の隣接する頂点位置に対
応する２つの特徴点集合４の垂直方向の距離及び水平方向の距離は、該特徴点集合群３か
ら既定距離離れたときの撮影装置１４の画角に基づいて決定される。
【００６６】
　図９は、本発明の一実施形態のＭＲシステム１における携帯端末装置２と特徴点集合群
３が含む特徴点集合４の位置関係を説明する図である。図９において、距離ｈは棒状体４
１に固定された特徴点集合４間の距離を表し、距離ｗは、一対の棒状体４１の上側に固定
された特徴点集合間４の距離又は下側に固定された特徴点集合間４の距離を表す。距離ｄ
は、特徴点集合群３からの撮影装置１４（携帯端末装置２）の距離を表す。特徴点集合４
間の距離は、例えば特徴点集合４の中心間の距離であり、特徴点集合群３からの距離は、
例えば特徴点集合群３が含む特徴点集合４が構成する仮想的な矩形（平面）からの距離で
ある。例えば距離ｄは、ＭＲシステム１がＭＲ体験を得ようとするユーザに対して推奨す
る該ユーザの特徴点集合群３からの距離である。
【００６７】
　１つの例では、撮影装置１４の垂直画角がα度、水平画角がβ度の場合、距離ｈの最大
値ｈmaxと距離ｗの最大値ｗmaxは、各々以下の式により決定される。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１）
ｈ≦ｈmax、ｗ≦ｗmaxとなるように各特徴点集合４を配置することにより、撮影装置１４
が特徴点集合群３から距離ｄ離れたときに、撮影装置１４は、１つの撮影画像内に特徴点
集合群３が含む特徴点集合４を収めることが可能となる。位置決定部２３がより精度よく
位置を算出するためには、特徴点集合４間の距離を大きくすることが好ましいため、ｈ＝
ｈmax、ｗ＝ｗmaxとなるように各特徴点集合４を配置することが好ましい。１つの例では
、ｄ＝２ｍ、α＝６３度、β＝５０度の場合、ｈ＝１．２ｍ、ｗ＝０．９ｍである。
【００６８】
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　次に、本発明の一実施形態によるＭＲシステム１の情報処理について図１０に示したフ
ローチャートを用いて説明する。図１０に示す情報処理は、プログラムを携帯端末装置２
に実行させることで実現される。本処理においては、携帯端末装置２を持っているユーザ
は実空間５０内におり、ユーザによりアプリケーション部２１の機能を含むアプリケーシ
ョンが起動された状態にある。１つの例では、当該アプリケーションが起動されている間
、携帯端末装置２は、本フローチャートの処理を定期的に実行する。
【００６９】
　ステップ１０１で、携帯端末装置２は、携帯端末装置２の撮影装置１４が撮影する撮影
画像から特徴点集合４を３つ以上認識できるか否かを判定する。特徴点集合４を３つ以上
認識した場合、本処理はステップ１０２へ進み、特徴点集合４を３つ未満認識した場合、
本処理は終了する。
【００７０】
　次にステップ１０２で、携帯端末装置２は、認識した特徴点集合４のＩＤの各々と記憶
装置１５が記憶する特徴点集合位置データとを用いて、該特徴点集合４の各々が配置され
た配置位置情報を取得する。携帯端末装置２は、認識した特徴点集合４の形状及び大きさ
から該特徴点集合４の各々に対する携帯端末装置２の相対位置を示す相対位置情報を決定
する。
【００７１】
　次にステップ１０３で、携帯端末装置２は、認識した特徴点集合４の各々についての配
置位置情報及び相対位置情報の各々に基づいて、仮想カメラの視点位置を決定する。
【００７２】
　次にステップ１０４で、携帯端末装置２は、仮想カメラの視野範囲内で第２の仮想オブ
ジェクト６２が有るか否かを判定する。第２の仮想オブジェクト６２が有る場合、本処理
はステップ１０５へ進み、第２の仮想オブジェクト６２が無い場合、本処理は終了する。
ステップ１０５で、携帯端末装置２は、第１の仮想オブジェクト６１のデータ、第２の仮
想オブジェクト６２のデータ、及び決定された仮想カメラの視点位置に基づいて、実空間
５０の撮影画像に該視点位置に応じた第２の仮想オブジェクト６２の画像を重畳させた複
合現実画像を生成する。本処理を終了する場合、携帯端末装置２は、実空間５０の撮影画
像をそのまま複合現実画像として表示する。
【００７３】
　次に、本発明の実施形態によるＭＲシステム１（携帯端末装置２）の主な作用効果につ
いて説明する。本実施形態では、ＭＲシステム１は、所定の実空間５０内に複数の特徴点
集合４を含み、該特徴点集合４の各々は、実空間５０上の仮想的な矩形の４つの頂点位置
に対応する位置に、予め定められた垂直方向の距離及び水平方向の距離離れて配置される
。また記憶装置１５は、実空間５０内にある実オブジェクト５１を表し仮想空間６０を定
める３次元空間データを記憶するとともに、各特徴点集合４の配置位置情報を記憶し、該
配置位置情報は３次元空間データに紐づけられたものである。
【００７４】
　携帯端末装置２は、特徴点集合４を認識することにより、認識した特徴点集合４の各々
の配置位置情報を取得する。一方、携帯端末装置２は、認識した特徴点集合４の各々の撮
影画像における形状及び大きさから該特徴点集合４の各々に対する携帯端末装置２の相対
位置を示す相対位置情報（６ＤｏＦ）を決定する。携帯端末装置２は、認識した特徴点集
合４の各々の配置位置情報及び相対位置情報に基づいてカメラの視点位置（６ＤｏＦ）を
決定し、実空間５０の撮影画像に仮想カメラの視点位置に応じた複合現実画像を生成する
。
【００７５】
　このように、ＭＲシステム１においては、３次元空間データ（仮想空間６０）の座標を
用いて実オブジェクト５１と特徴点集合４の位置を紐付けられるため、携帯端末装置２は
、特徴点集合４を認識することにより、認識した特徴点集合４の仮想空間６０における配
置位置情報を取得することができる。また本実施形態では、配置位置情報と特徴点集合４
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に対する携帯端末装置２の相対位置情報を用いて、ユーザにより操作されている撮影装置
１４（自己位置）に対応する仮想カメラの視点位置（６ＤｏＦ）を決定することが可能で
ある。
【００７６】
　また本実施形態では、携帯端末装置２は、特徴点集合４の各々から仮の仮想カメラの視
点位置（６ＤｏＦ）を各々算出した後で、算出した６ＤｏＦの各々に基づいて仮想カメラ
の視点位置を決定する。仮想カメラの視点位置の精度は、複合現実画像を生成する上で非
常に重要である。このような構成とすることにより、本実施形態では、より精度よく仮想
カメラの視点位置を決定することが可能となる。また本実施形態では、携帯端末装置２は
、更に既知の特徴点集合群３の配置関係を用いて、仮想カメラの視点位置を決定する。こ
れにより、より精度よく仮想カメラの視点位置を決定することが可能となる。この場合、
携帯端末装置２が仮想カメラの視点位置を決定する上で、より正確にかつ速く演算するた
めに、特徴点集合群３を構成する隣接する特徴点集合４は、鉛直方向（垂直方向）及び水
平方向に実質的に平行であることが好ましい。
【００７７】
　また本実施形態では、携帯端末装置２は、複合現実画像を生成するにあたって、第１の
仮想オブジェクト６１についてはインビジブルなメッシュとして描画処理を行い、第２の
仮想オブジェクト６２については通常の描画処理を実行する。このような構成とすること
により、本実施形態では、第２の仮想オブジェクト６２を表示するときの実オブジェクト
５１とのより精度の高い幾何学的整合性（前後関係、オクルージョンなど）を実現するこ
とが可能となる。複合現実画像における幾何学的整合性は、第２の仮想オブジェクト６２
にリアリティを与えるうえで、極めて重要である。
【００７８】
　上記の作用効果は、特に言及が無い限り、他の実施形態や他の実施例においても同様で
ある。
【００７９】
　本発明の他の実施形態では、上記で説明した本発明の実施形態の機能やフローチャート
に示す情報処理を実現するプログラムや該プログラムを格納したコンピュータ読み取り可
能な記憶媒体とすることもできる。また他の実施形態では、上記で説明した本発明の実施
形態の機能やフローチャートに示す情報処理を実現する方法とすることもできる。また他
の実施形態では、上記で説明した本発明の実施形態の機能やフローチャートに示す情報処
理を実現するプログラムをコンピュータに供給することができるサーバとすることもでき
る。また他の実施形態では、上記で説明した本発明の実施形態の機能やフローチャートに
示す情報処理を実現する仮想マシンとすることもできる。また他の実施形態では、ＭＲシ
ステム１における特徴点集合４の配置構造とすることもできる。
【００８０】
　以下に本発明の実施形態の変形例について説明する。以下で述べる変形例は、矛盾が生
じない限りにおいて、適宜組み合わせて本発明の任意の実施形態に適用することができる
。
【００８１】
　１つの変形例では、特徴点集合４は、２次元コードであるか、又は２次元コードを含む
。例えば特徴点集合４は、ＱＲコード（登録商標）又はデータマトリックスである。更な
る１つの変形例では、特徴点集合４としての２次元コードは、識別可能情報として、緯度
、経度、アングル等を示す識別子を含む。この場合、２次元コードを認識した携帯端末装
置２は、取得した識別可能情報から直接特徴点集合４の配置位置情報を取得することがで
きる。この場合、記憶装置１５は、特徴点集合位置データを記憶しなくてもよい。
【００８２】
　１つの変形例では、特徴点集合４は、既知のＡＲマーカである。
【００８３】
　１つの変形例では、各々を識別可能な異なる特徴点の空間的な分散を有するポスター、
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絵、写真などを特徴点集合４として用いる。認識部２２及び位置決定部２３は、前述の局
所特徴量を用いた既知の方法（非特許文献２、３）を用いる。この場合、局所特徴量が識
別可能情報となる。本変形例において、記憶装置１５は、特徴点集合４の各々のテンプレ
ート画像を特徴点集合４のＩＤに関連付けて記憶する。認識部２２は、撮影装置１４によ
り撮影された特徴点集合４から局所特徴量を抽出し、特徴点集合４の各々のテンプレート
画像と照合することにより、特徴点集合４の各々のＩＤを認識する。位置決定部２３は、
認識した特徴点集合４のＩＤと記憶装置１５が記憶する特徴点集合位置データとを用いて
、該特徴点集合４が配置された配置位置情報を取得する。また位置決定部２３は、局所特
徴量を用いて、テンプレート画像と撮影装置１４による撮影画像間の射影（回転、拡大縮
小、変形など）を求めることにより、特徴点集合４に対する携帯端末装置２の相対位置情
報を決定する。位置決定部２３は、認識した特徴点集合４の各々について、配置位置情報
を取得して相対位置情報を決定し、当該配置位置情報及び相対位置情報に基づいて、仮想
カメラの視点位置を決定する。
【００８４】
　１つの変形例では、特徴点集合群３は、予め定められた位置関係を有するように配置さ
れた３つの特徴点集合４を含む。例えば、実空間５０において水平方向に離れて設置され
た一対の棒状体４１のうちの一方の棒状体４１には２つの特徴点集合４が固定して取り付
けられ、他方の棒状体４１には１つの特徴点集合４が固定して取り付けられる。本実施形
態では、特徴点集合群３が予め位置関係が定められた３つの特徴点集合４を含むことによ
り、位置決定部２３は、既知の特徴点集合群３の配置関係を用いて、仮想カメラの視点位
置を決定することが可能となる。この場合の３つの特徴点集合４は、実空間５０上の仮想
的な矩形の４つの頂点のうちの３つの頂点位置に対応する位置関係を有するように配置さ
れることが好ましい。
【００８５】
　１つの変形例では、ＭＲシステム１は、実空間５０において水平方向に離れて設置され
た３以上の棒状体４１の各々に固定して取り付けられた、複数の特徴点集合４を含む。各
棒状体４１においては、複数の特徴点集合４が垂直方向に離れて固定して取り付けられる
。ただし、一部の棒状体４１は、１つの特徴点集合４のみが取り付けられてもよい。
【００８６】
　１つの変形例では、特徴点集合４の各々は、光を透過する材料で形成される透過部材４
２に固定して取り付けられる。透過部材４２は、例えば、可視光線のほぼ全域を透過する
ガラスや樹脂であり、窓ガラスのような構造物の一部でもよいし、ガラス板のような持ち
運び可能なものでもよい。図１１は、窓ガラスに固定して取り付けられた特徴点集合群３
を示す図である。
【００８７】
　１つの変形例では、特徴点集合４の各々は、ワイヤーを用いて固定して取り付けられる
。ただし、ワイヤーと同等の機能を有する部材を用いて、実空間５０に固定してもよい。
【００８８】
　１つの変形例では、ＭＲシステム１は、５以上の特徴点集合４を含む特徴点集合群３を
含む。例えば、特徴点集合群３は２０の特徴点集合４から構成される。本変形例では、撮
影装置１４が１つの撮影画像内に、特徴点集合群３が含む特徴点集合４のすべてを収める
ことができない場合を想定する。
【００８９】
　認識部２２は、所定時間ごとに、撮影装置１４の撮影画像内に含まれる特徴点集合４の
各々を認識する。位置決定部２３は、所定時間ごとに、認識した特徴点集合４の各々の配
置位置情報及び相対位置情報に基づいてカメラの視点位置（６ＤｏＦ）を決定する。画像
生成部２４は、第１の仮想オブジェクト６１のデータ及び第２の仮想オブジェクト６２の
データ、並びに所定時間ごとに位置決定部２３が決定した仮想カメラの視点位置に基づい
て、実空間５０の撮影画像に仮想カメラの視点位置に応じた複合現実画像を生成する。
【００９０】
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　このように、撮影装置１４が複数の特徴点集合４を認識した後、ユーザの移動により撮
影装置１４の撮影位置が移動したとき、携帯端末装置２は、他の複数の特徴点集合４を認
識する。このような構成とすることにより、携帯端末装置２は、実空間５０内のユーザの
移動に伴って、複数の特徴点集合４を順次切り替えながらキャリブレーションする「ロー
ミング処理」を行うことが可能となる。このように、本変形例では、撮影装置１４が撮影
する複数の特徴点集合４が時間に応じて変化する状況であっても、携帯端末装置２は自己
位置（６ＤｏＦ）を連続的に算出することが可能となる。これにより、実空間５０内を移
動するユーザに対して、ＭＲ体験を提供し続けることが可能となる。
【００９１】
　本変形例において、位置決定部２３は、認識した特徴点集合４のうちの一部の特徴点集
合４の各々の配置位置情報及び相対位置情報に基づいてカメラの視点位置（６ＤｏＦ）を
決定してもよい。例えば、撮影画像内の特徴点集合４のサイズが所定の大きさ以上の特徴
点集合４の各々の配置位置情報及び相対位置情報に基づいてカメラの視点位置（６ＤｏＦ
）を決定してもよい。
【００９２】
　１つの変形例では、図１１に示すように、ＭＲシステム１は、第１の特徴点集合群３ａ
、第２の特徴点集合群３ｂ、第３の特徴点集合群３ｃ、及び第４の特徴点集合群３ｄを含
む複数の特徴点集合群３を含む。本変形例において、各特徴点集合群３はお互いに異なる
特徴点集合４を含むが、複数の特徴点集合群３が同一の特徴点集合４を含む。例えば、第
１の特徴点集合群３ａは、第２の特徴点集合群３ｂが含む特徴点集合４と、第２の特徴点
集合群３ｂが含まない特徴点集合４を含む。
【００９３】
　認識部２２は、所定時間ごとに、撮影装置１４の撮影画像内に含まれる特徴点集合４の
各々を認識する。アプリケーション部２１は、認識した特徴点集合群３のうちの一の特徴
点集合群３を基準特徴点集合群３として選択する。位置決定部２３は、基準特徴点集合群
３が含む特徴点集合４の各々についての相対位置情報を決定すると、認識した特徴点集合
４により構成される第１の仮想的な矩形を決定する。一方、位置決定部２３は、認識した
特徴点集合４の各々についての配置位置情報を取得し、取得した配置位置情報から構成さ
れる第２の仮想的な矩形を決定する。位置決定部２３は、第２の仮想的な矩形の配置位置
情報と、第２の仮想的な矩形に対する第１の仮想的な矩形の形状及び大きさとを用いて、
仮想カメラの視点位置を決定する。
【００９４】
　１つの例では、認識部２２が特徴点集合４の各々を認識するごとに、アプリケーション
部２１は、基準特徴点集合群３を選択する。１つの例では、アプリケーション部２１は、
撮影画像に含まれる特徴点集合４がより多い特徴点集合群３を、基準特徴点集合群３とし
て選択する。１つの例では、上記選択方法の代わりに、又はこれに加えて、アプリケーシ
ョン部２１は、撮影画像の中央部分に含まれる特徴点集合４がより多い特徴点集合群３を
、基準特徴点集合群３として選択する。１つの例では、上記選択方法の代わりに、又はこ
れに加えて、アプリケーション部２１は、撮影画像に含まれる特徴点集合４のサイズが大
きい特徴点集合４の比率がより多い特徴点集合群３を、基準特徴点集合群３として選択す
る。
【００９５】
　このように、撮影装置１４により基準特徴点集合群３が含む特徴点集合４を認識した後
、ユーザの移動により撮影装置１４の撮影位置が移動したとき、携帯端末装置２は、他の
基準特徴点集合群３が含む特徴点集合４を認識する。このような構成とすることにより、
携帯端末装置２は、実空間５０内のユーザの移動に伴って、特徴点集合群３を順次切り替
えながらキャリブレーションする「ローミング処理」を行うことが可能となる。このよう
に、本変形例では、撮影装置１４が撮影する複数の特徴点集合４が時間に応じて変化する
状況であっても、携帯端末装置２は自己位置（６ＤｏＦ）を連続的に算出することが可能
となる。これにより、実空間５０内を移動するユーザに対して、ＭＲ体験を提供し続ける
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ことが可能となる。
【００９６】
　なお、１つの特徴点集合群３は、６つの特徴点集合４を含むものとしてもよいし、９つ
の特徴点集合４を含むものとしてもよい。
【００９７】
　１つの変形例では、携帯端末装置２（位置決定部２３）は、仮想カメラの視点位置を仮
想空間６０上の所定位置（例えば、予め定めた６ＤｏＦ）に固定し、３次元空間データの
座標の位置を動的に決定する。携帯端末装置２は、カメラの視点位置を決定する代わりに
、第１の仮想オブジェクト６１の３次元位置情報を決定する。例えば携帯端末装置２は、
３次元空間データの座標を決定する。これに伴って、特徴点集合４の座標及び第２の仮想
オブジェクト６２の座標も変更される。
【００９８】
　１つの変形例では、配置位置情報（配置位置姿勢情報）又は相対位置情報（相対位置姿
勢情報）は、６ＤｏＦの値の代わりに、クオータニオンの値を用いる。
【００９９】
　１つの変形例では、図１２に示すように、ＭＲシステム１は、複数の携帯端末装置２と
、サーバ６と備え、携帯端末装置２及びサーバ６は、インターネットなどのネットワーク
８に接続され、互いに通信可能である。サーバ６は、一般的なサーバが備える構成を備え
る。例えば、サーバ６は、各部を制御するＣＰＵ等のプロセッサと、ＲＯＭやＲＡＭ等の
記憶素子やハードディスクドライブ等の記憶装置と、ディスプレイ等の表示装置と、マウ
ス、キーボード、タッチパネル等の入力装置と、ネットワークボード等の通信装置とを備
える。これらの構成要素はバスを介して接続される。
【０１００】
　サーバ６が備える記憶装置は、第１の仮想オブジェクト６１のデータ（３次元空間デー
タ）及び第２の仮想オブジェクト６２のデータを記憶する。携帯端末装置２の記憶装置１
５は、サーバ６が記憶するデータを記憶しなくてもよい。例えば、サーバ６は、３次元空
間データを３次元空間データベースとして機能させるためのプログラムとともに記憶し、
携帯端末装置２からの問い合わせに応じて、３次元空間データを携帯端末装置２に送信す
る。サーバ６が備える記憶装置は、携帯端末装置２の記憶装置１５の代わりに、特徴点集
合位置データを記憶してもよい。
【０１０１】
　更なる１つの変形例では、ＭＲシステム１の携帯端末装置２の動作は、サーバ６が提供
するＷｅｂアプリにより実現される。例えば、サーバ６は、アプリケーション部２１の機
能をすべて備え、アプリケーション部２１の動作で用いる各種データも併せて記憶する。
この場合、サーバ６は、アプリケーション部２１に対応するＷｅｂアプリを携帯端末装置
２に提供する。携帯端末装置２は、該携帯端末装置２に予めインストールされたＷｅｂア
プリが起動されると、サーバ６上のＷｅｂアプリへアクセスする。携帯端末装置２は、サ
ーバ６と通信することにより、アプリケーション部２１の機能を携帯端末装置２上で実現
する。
【０１０２】
　以上に説明した処理又は動作において、あるステップにおいて、そのステップではまだ
利用することができないはずのデータを利用しているなどの処理又は動作上の矛盾が生じ
ない限りにおいて、処理又は動作を自由に変更することができる。また以上に説明してき
た各実施例は、本発明を説明するための例示であり、本発明はこれらの実施例に限定され
るものではない。本発明は、その要旨を逸脱しない限り、種々の形態で実施することがで
きる。
【符号の説明】
【０１０３】
１　複合現実システム
２　携帯端末装置
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３　特徴点集合群
４　特徴点集合
６　サーバ
８　ネットワーク
１１　プロセッサ
１２　入力装置
１３　表示装置
１４　撮影装置
１５　記憶装置
１６　通信装置
１７　バス
２１　アプリケーション部
２２　認識部
２３　位置決定部
２４　画像生成部
２５　画像表示部
４１　棒状体
４２　透過部材
５０　実空間
５１　実オブジェクト
６０　仮想空間
６１　第１の仮想オブジェクト
６２　第２の仮想オブジェクト
【要約】
【課題】屋外などの比較的広域な空間を対象として、ユーザに、その場所に応じたＭＲを
体験させることが可能な複合現実システムを提供する。
【解決手段】本発明は、所定の実空間内にいるユーザに対して仮想オブジェクトを表示す
るためのディスプレイ及び実空間を撮影する撮影装置を有する携帯端末装置を含み、複合
現実画像を該ディスプレイに表示するための複合現実システムであって、複合現実システ
ムは、所定の実空間内に配置された複数の特徴点集合を含み、携帯端末装置は、撮影装置
により撮影された特徴点集合の各々を認識し、該特徴点集合の各々の配置位置姿勢情報及
び該特徴点集合の各々に対する携帯端末装置の相対位置姿勢情報に基づいて、実空間にお
ける撮影装置の位置及び撮影方向に対応する仮想空間における仮想カメラの視点位置を決
定し、実空間の撮影画像に該視点位置に応じた仮想オブジェクトの画像を重畳させた複合
現実画像を生成する。
【選択図】図１
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【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】
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